
基 本 理 念

私たちは、患者さんの人権を尊重し、地域に必要な

基幹的中心的な医療を担当すると共に、さらに高次
の医療に対応できるよう努力します。
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禽髯 寧 ぱ 切 湖 蹴 催 督 閾 魏 東 予 鋒

す。1曼性閉塞性肺疾患(COPD)や間質性肺炎(肺線

維症)といった呼吸器疾患の原因となり、気管支喘患の

悪化要因にもなります。更に、脳卒中、心筋梗塞などの

循環器疾患、胃潰瘍などの消化器疾患など多くの病気
の誘因。悪化要因となります。

これらの病気の危険性を減らすのに禁煙は非常に

重要です。そして、これらの病気になってしまった患者

さんがタバコを続ければ、当然のことながら悪化する要

因となり、禁煙ができて初めてこれらの病気の治療の
スタートラインに立つことができるといっても過言では

ありません。また、タバコを吸う本人だけでなく、冨」流煙
による受動喫煙という周囲の人への影響もあります。

喫煙で体内に入つた有害物質は、たとえタバコを止

められたとしても、体内に残り、近年後も体を傷め続け

ることになります。タバコは止められればそれで終わり

という訳ではないところがタバコの怖いところでもあ

り、禁煙は早ければ早い程、効果的となります。
「タバコを止める意志はあるが、やめられない。それ

は『ニコチン依存症』という病気であり、一定の条件に

合えば保険診療で禁煙治療を受けられます。」

京都桂病院でも2013年 4月より毎週木曜日の午後
に完全予約制で禁煙外来を始めました、一定の条件を

満たしている患者さんには保険適応でニコチン依存症
の治療を行うことができます。

その条件とは、ニコチン依存症テストでニコチン依

存症と考えられる、一定数以上の喫煙歴がある、直ち
に禁煙を始めたいと思つている、禁煙治療を受けるこ

とに文書で同意している、といつたことがあります。他
の条件としては、入院患者ではない、前回の禁煙治療

httpノh″Ⅷ .katsura.oom

感影雰簿糞我語2お』1饉諦冬
後、8週間後、12週間後の5回です。

初回受診時には、喫煙状況をどから健康保険等で治

療が受けられるかをチェックし、毎回の受診時に、禁煙

補助薬の処方、吐く患に含まれる一酸化炭素の浪l定、

禁煙状況に応じたアドバイスを行います。
/保

険診療で処方できる禁煙補助薬は現時点では貼

り薬のニコチンパッチと飲み薬のチャンピックスの2種

類があります。貼り薬は基本8週間、最大10週間処方し

ます。飲み薬は12週 P05処方します。5回の禁煙外来受

診を完遂した患者さんの場合、治療終了9ヶ月後の禁

煙継続率は49.1%と いう調査結果が示されています。

禁煙補助薬は、あくまで禁煙の意志はあるが自分の

意志だけでは禁煙できをかつた、禁煙できる自信が無

い、という患者さんで禁煙を少しでも手助けして行こう

というタイプの薬です。決して禁煙補助薬を貼ったり飲

んだりしただけで自動的に禁煙できるわけではありま

せん。結局最後に重要になるのは患者さん本人の意

志と我1曼です。その意志と我慢をできる限リサポートし

ていこうというのが禁煙補助薬であり、禁煙外来のス

タツフであるということです。
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